
○日進市有料広告掲載提案募集制度実施要綱 

平成30年11月8日 

要綱第59号 

改正 令和2年11月24日要綱第70号 

(趣旨) 

第1条 この要綱は、市の新たな財源を確保するとともに市民サービスの向上を図るた

め、民間企業等からの企画提案により、市の資産を活用して広告を掲載することに

関し、日進市有料広告掲載に関する要綱(平成18年日進市要綱第65号)に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

(募集する企画提案) 

第2条 市長は、民間企業等ならではのアイデアとノウハウを活用することにより、今

までにない広告事業又は現在の広告事業に新たな要素を付加する企画提案であって、

次のいずれかに該当するものをこの要綱により募集するものとする。 

(1) 市の資産に広告を掲載することにより、新たな財源を確保するもの 

(2) 物品の提供により、経費節減を図るもの 

(提案者の条件) 

第3条 市長は、市の資産を広告媒体として活用し広告事業の企画を提案する民間企業

その他の事業者(以下「提案者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するとき

は、企画提案を受理しないものとし、契約期間中においてこれらに該当するに至っ

た場合は、広告を掲載しないものとする。 

(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に

よる再生又は更生の手続開始の決定を受けて復権を得ないもの 

(2) 日進市建設工事等請負業者指名停止取扱要領(平成18年日進市要領第6号)に基

づく指名停止措置を受けているもの 

(3) 日進市暴力団排除条例(平成24年日進市条例第22号)第2条第2号に規定する暴

力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力

団員と密接な関係を有するもの 

(4) 市税等を滞納しているもの 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の資産に広告を掲載することが適当でないと市

長が認めるもの 



(企画提案の提出) 

第4条 提案者は、日進市有料広告掲載提案書(第1号様式。以下「提案書」という。)

を郵送又は持参により市長に提出するものとする。 

2 提案者は、提案書のほか、提案の内容を説明する資料を提出することができる。 

(企画提案の審査等) 

第5条 市長は、提案書が提出された場合において、これを受理したときは、日進市有

料広告掲載提案に関する確認書(第2号様式。以下「確認書」という。)により広告媒

体に関係する部課等(以下「関係部課等」という。)の意見を付して、日進市有料広

告掲載に関する要綱第8条に規定する日進市有料広告審査会の審査に付するものと

する。 

2 日進市有料広告審査会は、市長が別に定めるところにより、提案書及び確認書に基

づき、広告掲載の採否及び提案者と契約することの承認(条件付承認を含む。)又は

不承認(以下「承認等」という。)を審査するものとする。 

3 市長は、前項の審査結果について決定し、日進市有料広告掲載提案審査結果通知書

(第3号様式)により、提案者に通知する。 

(契約の方法等) 

第6条 市長は、前条第3項の規定により広告掲載を採用し、かつ、提案者と契約する

ことを承認する決定をした場合は、初回の実施期間に限り、提案者と随意契約を行

うものとする。 

2 市長が初回の実施期間以後に、契約を更新する場合の契約方法は、入札によるもの

とする。ただし、当該契約の性質又は目的が入札に適しないものである場合は、こ

の限りでない。 

3 契約の期間は、原則として5年以内とする。 

(委任) 

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

この要綱は、平成30年11月8日から施行する。 

附 則(令和2年11月24日要綱第70号) 

この要綱は、令和2年11月24日から施行する。 









第1号様式(第4条関係) 

第2号様式(第5条関係) 

第3号様式(第5条関係) 


